
奈
良
県
告
示
第
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
施
術
者
の
指
定
を
し
た
。

平
成
三
十
年
七
月
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称
及
び
所
在
地

指
定
年
月
日

奥
谷

忠
行

え
だ
鍼
灸
院

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

生
駒
市
俵
口
町
四
五
一
ー
一

大
島

健
一

え
だ
鍼
灸
院

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

生
駒
市
俵
口
町
四
五
一
ー
一

江
田

佑
介

え
だ
整
骨
院

平
成
三
十
年
四
月
一
日

生
駒
市
俵
口
町
四
五
一
ー
一

藤
猪

み
ち
代

あ
い
鍼
灸
整
骨
院

平
成
三
十
年
五
月
一
日

天
理
市
川
原
城
町
三
三
二
ー
一

南
都
観
光
ビ
ル
一
階
Ａ

今
西

洋
子

片
岡
台
鍼
灸
整
骨
院

平
成
三
十
年
六
月
一
日

北
葛
城
郡
上
牧
町
下
牧
二
ー
一
ー

三
七
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